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定款の一部変更に関するお知らせ 
 
株式会社ＧＳＩクレオス（以下、「当社」）は、本日 2026年５月 15日開催の取締役会において、2026

年６月 24日開催予定の第 96期定時株主総会に、定款の一部変更について、下記のとおり付議すること

を決議しましたので、お知らせいたします。 
 
記 

 
１．定款変更の理由 
当社では、従来からコーポレートガバナンス体制の充実を経営上の重要な課題と捉え、その強化に 

取り組んでまいりました。具体的には、執行役員制度の導入や監査等委員会設置会社への移行等を通じて、 
取締役会の監督機能をより一層強化し、経営の健全性および透明性の向上に努めております。 
今般、急速に変化する事業環境に的確に対応し、業務を円滑に運営するため、業務執行体制をより 

明確にすることといたしました。これにより、経営の意思決定の迅速化および責任の明確化を図り、 
ＧＳＩクレオスグループの持続的な成長と企業価値向上を実現してまいります。 
本議案は、これに伴い、当該体制を明確にするため、現行定款の株主総会の招集権者、執行役員および 

会社業務の執行に関する条項を一部変更するものです。 
 

２．変更の内容 
 変更の内容は別紙のとおりです。 
 
３．日程 
 定款変更のための株主総会開催日 2026年６月 24日（予定） 
 定款変更の効力発生日      2026年６月 24日（予定） 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                         

                    

＜別紙＞                            （下線は変更部分を示します。）                                                          

現行定款 変更案 

 

第 1条～第 12条  ＜条文省略＞ 

 

第３章 株主総会 

第 13条（招集権者および議長） 

   法令に特に定められた場合のほか、取締役社

長執行役員は取締役会の決議に基づいて株

主総会を招集し、その議長となる。取締役社

長執行役員に事故のあるときは、取締役会の

決議をもって予め定めた順序により、他の取

締役がこれに代る。 

 

第 14条～第 21条  ＜条文省略＞ 

 

第 22条（執行役員） 

取締役会は、その決議をもって執行役員を選 

任する。 

２．取締役会は、その決議をもって会長執行役 

員、社長執行役員各１名を選定するほか、そ 

の他の役付執行役員を選定することができ 

る。 

 ３．執行役員に関する事項は、本定款に定めるも 

ののほか、取締役会の定める執行役員規程に 

よる。 

 

第 23条（会社業務の執行） 

社長執行役員は、取締役会の決議に基づい

て会社業務を執行し、且つその全般を統轄

する。 

 ２．その他の役付執行役員は、社長執行役員を補

佐し、社長執行役員に事故のあるときは取締

役会の決議をもって予め定めた順序により、

その職務を行う。 

 

第 24条～第 41条  ＜条文省略＞ 

 

 

第 1条～第 12条  ＜現行通り＞ 

 

第３章 株主総会 

第 13条（招集権者および議長） 

   法令に特段の定めのある場合を除き、株主総

会は、取締役会の決議により予め定めた代表

取締役がこれを招集し、その議長となる。当

該代表取締役に事故のあるときは、取締役会

の決議により予め定めた順序により、他の取

締役がこれに代る。 

 

第 14条～第 21条  ＜現行通り＞ 

 

第 22条（執行役員） 

取締役会は、その決議をもって執行役員を選 

任する。 

２．取締役会は、その決議をもって、執行役員の

中から会長執行役員、社長執行役員、その他

の役付執行役員を選定することができる。 

  

３．執行役員に関する事項は、本定款に定めるも 

ののほか、取締役会の定める執行役員規程に 

よる。 

 

第 23条（会社業務の執行） 

代表取締役は、取締役会の決議に基づいて会

社業務を執行し、且つその全般を統轄する。 

２. 業務執行取締役である役付執行役員は、代表

取締役を補佐し、代表取締役に事故のあると

きは、取締役会の決議をもって予め定めた順

序により、その職務を行う。 

 

 

第 24条～第 41条  ＜現行通り＞ 

 

 
以  上 


